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第２章 雨水浸透阻害行為について 

 

１．特定都市河川流域 

 

 特定都市河川浸水被害対策法第３条第１項及び第３項により、平成１８年１月１日、一級

河川新川他６河川が特定都市河川に指定され、同法第３条第５項により平成２４年４月１日、

二級河川境川及び猿渡川が特定都市河川に指定され、併せて一級河川新川流域及び二級河川

境川流域及び猿渡川流域が特定都市河川流域に指定された。 

同法第９条により、特定都市河川流域内の宅地以外の土地において、雨水浸透阻害行為を

行おうとする者は、あらかじめ、名古屋市長の許可を受けなければならない。 

 

【解説】 

雨水浸透阻害行為の許可等の対象となる特定都市河川流域については、右図に示すとおり

であるが、流域界付近の詳細については河川部河川管理課に備え置く1/2,500流域図により

確認すること。 

雨水浸透阻害行為による流域変更は、基本的に行なわないものとするが、やむを得ない場

合については、他流域もしくは自流域への流出増がないように調整池を設置するものとし、

500㎡未満の流域変更については、流域変更の取り扱いをしないもの（軽微な変更）とする。 

流域図は、愛知県ホームページ「マップ愛知(http://maps.pref.aichi.jp)を参照すること。 

 

 図2-1 特定都市河川流域図
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２．行為の類型 

 

 雨水浸透阻害行為の許可を要する行為は、特定都市河川流域内の宅地等以外の土地におい

て、雨水の浸透を著しく妨げるおそれのあるものとして次に掲げる行為のうち、500㎡以上の

ものをいう。 

(1) 宅地等にするために行う土地の形質の変更 

(2) 土地の舗装（コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆うことをいい、(1)に該当す 

るものを除く。なお、地すべり防止工事及び急傾斜地崩壊防止工事等においては、地

表面を全面的にコンクリート等で覆うものが対象となる。） 

(3) (1)及び(2)のほか、土地からの流出雨水量（地下に浸透しないで他の土地へ流出する 

雨水の量をいう。以下同じ。）を増加させるおそれのある次の行為 

① ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設（雨水を排除するための排水施設を伴 

うものに限る。）を新設し、又は増設する行為 

② ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為（既に締め固 

められている土地で行われる行為を除く。 

 

【解説】 

雨水浸透阻害行為の許可等の対象となる行為を判断するにあたっての土地利用区分の判

断方法は、ガイドライン及び解説・ガイドラインを参考とするものとするが、行為前、行為

後の土地利用による判定は次の図2-2を参考にすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 許可の対象となる雨水浸透阻害行為 
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３．行為の規模 

 

 雨水浸透阻害行為の面積の算定は、開発行為等の区域のうち、雨水浸透阻害行為を行おう

とする宅地等以外の土地の全体面積によるものとし、規則第６条第４項に規定する現況地形

図及び土地利用計画図により算定することを標準とすること。 

なお、面積は鉛直投影面積とすること。 

 

【解説】 

雨水浸透阻害行為の許可が必要となる規模要件は、一つの開発行為と見なすことができる

開発区域の範囲において、複数の分散した雨水浸透阻害行為の区域の合計面積とする。(図

2-3参照) 

新川・境川流域においては、区域の合計面積が500㎡以上の行為を許可対象とする。 

 

 

図2-3 許可が必要となる規模要件 

(集水区域)
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４．適用除外となる行為 

 

 法第３条に基づく特定都市河川及び特定都市河川流域の指定時点において次のいずれかに 

該当する行為（以下「既着手行為」という。）については、雨水浸透阻害行為の許可を要し

ない。 

① 既に工事に着手している行為 

② 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条に規定する開発行為の許可を要 

する行為で、既に当該許可を受けているもの 

③ 事業採択されている等既に事業化されている行為 

④ 都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業として行う行為で、既に当該 

事業の施行に係る認可を受けているもの 

 

【解説】 

既着手行為は、雨水浸透阻害行為の許可を要しないものとし、①～④に示すとおりである。 

「③事業採択されている等既に事業化されている行為」の判断のうち、県・市町等の単独

事業については、用地測量着手・契約時をもって既に事業化されている行為と判断し、既着

手行為とみなすこととする。 

既に事業を完了した土地区画整理事業において、500㎡以上の雨水浸透阻害行為を行う場

合、行為を行う土地が土地区画整理事業計画において「宅地」として計画された土地につい

ては、土地区画整理事業全体として「造成」を行ったものと考え、「近い将来に宅地として

利用するため、造成されている土地」と判断し、雨水浸透阻害行為にあたらないと判断する。 

ただし、土地区画整理事業完了後、長期間（おおむね20～30年間程度）に渡り宅地化が行

われず、継続的に耕地等別の用途に利用されている等の場合には、許可権者が申請者の課税

の状況や農業委員会の意見を聴取し、当該土地の土地利用区分を総合的に判断することとす

る。 

その他「農地又は林地の保全を目的として行う行為」、「既に舗装されている土地において

行う行為」、「仮設の建築物の建築その他の一時的な利用に供する目的で行う行為」、「非常

災害のために必要な応急措置として行う行為」等は適用除外となる。詳細はガイドライン、

解説・ガイドラインを参照すること。 

 

 

 

 

 


